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船舶インシデント調査報告書 

 

                              令和元年８月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年１２月７日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 静岡県焼津市焼津港東南東方沖 

 焼津港小川外港東防波堤灯台から真方位１１３°１１.２海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°４６.７′ 東経１３８°３２.２′） 

インシデントの概要  貨物船博
はく

勇
ゆう

丸は、北東進中、主機の運転ができなくなり、運航不能

となった。 

インシデント調査の経過  平成３１年１月２８日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 博勇丸、４９９トン 

 １４１４７８、御前崎海運株式会社（Ａ社）   

 ７０.６０ｍ×１３.２０ｍ×７.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２３年５月 

 ４サイクル、回転数毎分７２０、６気筒、ボア２６０mm、使用燃料

Ｃ重油、平成２２年１１月機関製造 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

 四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成５年１２月１６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年２月４日 

  免状有効期間満了日 令和５年２月４日 

機関長 男性 ５０歳 

 四級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 平成４年５月２２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３０年６月２６日 

  免状有効期間満了日 令和３年７月１３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 
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 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、空船の状態で、平成

３０年１２月６日１９時００分ごろ静岡県沼津市静
しず

浦
うら

港に向けて愛知

県名古屋港を出港し、焼津港沖を北東進していた。 

機関長は、７日０５時３０分ごろ、当直機関士から主機の最も船尾

側にある１番シリンダの排気ガス温度が５００℃以上になっている旨

の報告を受け、機関室に赴いて状況を確認し、主機を回転数毎分

（rpm）６８０から６００に下げたところ、排気ガス温度が４５０℃

に落ち着いたのを認めた。 

機関長は、原因を調査したところ、１番シリンダの燃料高圧管固定

ボルトが曲損していることが分かり、主機を３６０rpm に下げて運転

を継続した。 

機関長は、さらに調査を続け、１番シリンダの燃料噴射ポンプ（以

下「本件ポンプ」という。）取付用スタッドボルト４本のうち２本が

折損しているのを発見し、運転の継続が困難であることを船長に報告

した。 

本船は、目的地を近くの静岡県静岡市清水港に変更して航行を続け

たものの、機関長が、０７時５０分ごろ、本件ポンプの振動がさらに

大きくなったのを認め、船長に報告した後、主機を停止した。 

本船は、船長が、航行不能と判断し、Ａ社に連絡してタグボートの

手配を要請した後、来援したタグボートにえい
．．

航され、１３時２０分

ごろ清水港の岸壁に接岸した。   

本船は、機関製造業者担当者が調査した結果、本件ポンプ取付用ス

タッドボルト２本の折損により本件ポンプが取付座から数ミリ浮いた

状態であり、燃料高圧管固定ボルト及び燃料主管の曲損が認められ

た。 

（付図１ インシデント発生場所概略図、付図２ 本件ポンプ取付

図、写真１ 本船、写真２ 主機、写真３ 本件ポンプ、写真４ 

燃料主管、写真５ 折損した本件ポンプ取付用スタッドボルト 参

照） 

 その他の事項 

 

 本船は、平成３０年６月にＡ社が購入し、８月の定期検査を経て、

９月より運航を開始しており、定期検査以前の整備状況が不明であっ

た。 

本船は、１１月１３日主機１番シリンダの燃料高圧管ボルトが折損

して燃料高圧管から燃料が漏えい
．．

し、機関製造業者により本件ポン

プ、燃料高圧管及び燃料高圧管固定ボルトの交換等が行われていた。 

機関長は、１１月に実施した修理時、機関修理会社担当者が本件ポ

ンプを取り付けようとした際、無理な体勢で作業を行っていたのを目

撃しており、同社担当者が燃料主管を曲げてしまい、本件ポンプの取

付け位置が正規の位置からずれて本件ポンプ取付用スタッドボルトを

規定のトルクで締められなかったのではないかと本インシデント後に
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思った。 

機関製造業者担当者は、本件ポンプが浮き上がったことにより、燃

料噴射時期が遅れ、燃焼時間が長くなる現象（以下「後燃え」とい

う。）が発生して排気ガス温度が上昇したと判断した。 

本船の主機取扱説明書によれば、排気ガス温度は、４５０℃以下に

保つように明示されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、焼津港沖を北東進中、本件ポンプ取付用スタッドボルトが

規定のトルクで締められなかったことから、同ボルト４本のうち２本

が折損し、本件ポンプが取付座より浮き上がって燃料噴射タイミング

が遅れ、後燃えが発生して排気ガス温度が上昇し、主機の運転ができ

なくなり、運航不能になったものと推定される。 

 本件ポンプ取付用スタッドボルトは、本件ポンプに接合する燃料主

管に曲がりが認められたことから、本件ポンプの位置が正規の位置か

らずれて規定のトルクで締められず、衝撃荷重により折損に至った可

能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、焼津港沖を北東進中、本件ポン

プ取付用スタッドボルトが規定のトルクで締められなかったため、同

ボルト４本のうち２本が折損し、本件ポンプが取付座より浮き上がっ

て燃料噴射タイミングが遅れ、後燃えが発生して排気ガス温度が上昇

し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと推定され

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常に主機各部の状態を点検し、異常な形状及び振動等があれば直

ちに対処すること。 

・部品を取り付ける際は、規定のトルクを遵守すること。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 
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付図２ 本件ポンプ取付図 
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写真１ 本船 

 

 

写真２ 主機 

  

 1 番シリンダ 燃料主管 
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写真３ 本件ポンプ 

 

 
 

 

写真４ 燃料主管 
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写真５ 折損した本件ポンプ取付用スタッドボルト 

 

 


